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内
部
統
制 

内
部
統
制
基
準
・
実
施
基
準
の
改
訂

案
の
検
討
、進
む
│
企
業
会
計
審
議
会
内
部
統
制
部
会

去
る
２
月
14
日
、
企
業
会
計
審
議

会
は
第
21
回
内
部
統
制
部
会（
部
会

長 : 

八
田
進
二
青
山
学
院
大
学
大
学

院
教
授
）を
開
催
し
た
。

２
０
１
０
年
12
月
公
表
の
公
開
草

案
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま

え
、「
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制

の
評
価
及
び
監
査
の
基
準
並
び
に
財

務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及

び
監
査
に
関
す
る
実
施
基
準
の
改
訂

に
つ
い
て（
意
見
書
）（
案
）」お
よ
び

改
訂
案（
新
旧
対
照
表
）が
、
事
務
局

よ
り
提
示
さ
れ
た
。

「
重
要
な
欠
陥
」の
用
語
の
見
直
し

公
開
草
案
で
は
、「
重
要
な
欠
陥
」

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、「
開
示
す

べ
き
重
要
な
不
備
」と
見
直
す
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
、「
内
容
に
変

更
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
英
訳
に
つ

い
て
は「M

aterial W
eakness

」の

ま
ま
と
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
」と

い
う
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
、
事
務

局
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
す
る
予
定
と

い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

実
施
基
準
Ⅱ
２
(1)
①
ロ

公
開
草
案
で
は
、
持
分
法
適
用
関

連
会
社
の
内
部
統
制
の
評
価
方
法
の

緩
和
策
と
し
て
、
「
質
問
書
の
送

付
」、「
聞
き
取
り
あ
る
い
は
報
告
等

の
閲
覧
」に
加
え
、「
確
認
書
の
受

領
」が
例
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、「
ど
の
よ
う
な
内

容
の
書
類
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
る

の
か
を
明
示
す
べ
き
」と
の
コ
メ
ン

ト
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、「
確
認
書
」

と
い
う
書
類
形
式
で
の
受
領
を
想
起

さ
せ
な
い
よ
う
、「
管
理
プ
ロ
セ
ス

の
確
認
」
と
の
表
現
に
改
め
ら
れ

た
。ま

た
、「
本
文
と
新
た
に
（注）
と
し

て
追
加
さ
れ
た
内
容
と
の
関
係
が
わ

か
り
に
く
い
」と
の
コ
メ
ン
ト
が
寄

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
基
本
的

に「
管
理
プ
ロ
セ
ス
の
確
認
」は
、

「
質
問
書
の
送
付
」、「
聞
き
取
り
あ

る
い
は
報
告
等
の
閲
覧
」が
行
え
な

い
場
合
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
明
確

と
す
る
よ
う
、
修
正
別
案
が
提
示
さ

れ
た
。
こ
の
点
、
委
員
か
ら
は「
注

書
き
で
優
先
順
位
を
示
す
の
で
あ
れ

ば
、
本
文
の
修
正
は
不
要
な
の
で

は
」と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

実
施
基
準
Ⅲ
３
(2)
①
、
②
イ
・
ロ
・

ハ
重
要
な
事
業
拠
点
の
選
定
等
に
関

す
る
監
査
人
の
実
施
手
続
に
つ
い

て
、「
経
営
者
の
評
価
範
囲
が
適
切

で
な
い
と
の
判
断
を
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
経
営
者
に
追
加
的
な
対
応

を
求
め
な
い
と
い
う
誤
解
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、「
追
加
的
な

対
応
を
求
め
る
」に
す
べ
き
」と
の
コ

メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
事
務
局
か

ら
示
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考

え
方
で
は
、「
影
響
の
程
度
に
よ
っ

て
は
、
追
加
的
な
対
応
を
求
め
な
い

場
合
も
あ
る
た
め
」と
さ
れ
て
い
た

が
、
複
数
の
委
員
か
ら
次
の
よ
う
な

意
見
が
出
さ
れ
た
。

・「
場
合
に
は
、
…
…
場
合
が
あ

る
」と
な
っ
て
お
り
、
構
文
上
も

適
切
で
な
い

・「
適
切
で
な
い
」と
判
断
し
て
い

会
　
計 

後
発
事
象
会
計
基
準
案
、３
月
末
に

公
表
議
決
か
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

る
以
上
、
監
査
人
は
何
ら
か
の

追
加
的
対
応
を
求
め
る
は
ず

今
後
の
予
定

今
回
の
審
議
を
踏
ま
え
た
修
正
が

行
わ
れ
た
の
ち
、
後
日
開
催
予
定
の

企
業
会
計
審
議
会
総
会
に
諮
ら
れ
る

見
通
し
。

な
お
、
改
訂
後
の
基
準
・
実
施
基

準
は
２
０
１
１
年
４
月
１
日
以
後
開

始
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
内
部
統

制
の
評
価
お
よ
び
監
査
か
ら
適
用
さ

れ
る
。

去
る
２
月
17
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
１
９
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

ま
ず
冒
頭
に「
金
融
商
品
会
計
基

準（
金
融
負
債
の
分
類
及
び
測
定
）の

見
直
し
に
関
す
る
検
討
状
況
の
整
理

（
案
）」が
公
表
議
決
さ
れ
た
。
意
見

募
集
は
４
月
25
日
ま
で
の
予
定
だ
。

四
半
期
会
計
の
追
加
論
点

次
に
、
昨
年
12
月
に
公
表
さ
れ
た

四
半
期
財
務
諸
表
会
計
基
準（
案
）等

が
検
討
さ
れ
た
。

追
加
論
点
は
、
年
度
内
・
年
度
間

で
開
示
を
変
更
す
る
場
合
の
取
扱
い

で
あ
る
。
具
体
的
な
検
討
事
項
は
主

に
次
の
よ
う
に
事
務
局
か
ら
提
案
さ

れ
た
。

(1)
　
年
度
内
に
お
い
て
継
続
性（
首

尾
一
貫
性
）を
求
め
る
か
ど
う
か

（例）
　
第
１
四
半
期
に
四
半
期
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
を
開
示
し

た
場
合
、
第
３
四
半
期
も
開
示
を

求
め
る
か
。

開
示
の
継
続
性（
首
尾
一
貫
性
）を

確
保
す
る
。

(2)
　
年
度
間
に
お
い
て
継
続
性
を
求

め
る
か
ど
う
か

（例）
　
四
半
期
会
計
基
準
の
改
正
を

機
に
四
半
期
会
計
期
間（
３
カ

月
）の
四
半
期
損
益
計
算
書
等
の

開
示
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

に
、
そ
の
後
の
年
度
に
お
い
て

も
継
続
性
を
求
め
る
か
。

任
意
の
開
示
項
目
の
開
示
・
非
開
示

の
選
択
は
、基
本
的
に
は
企
業
の
判
断

に
任
せ
る
と
い
う
趣
旨
を
踏
ま
え
、年

度
間
の
継
続
性
は
求
め
な
い
。

(3)
　
前
年
度
に
開
示
し
て
い
な
い
も

の
を
当
期
に
開
示
す
る
場
合
、
比

較
情
報
と
し
て
前
期
の
情
報
の
開

示
を
求
め
る
か
ど
う
か

（例）
　
前
第
１
四
半
期
で
は
四
半
期

会
計
期
間（
３
カ
月
）の
四
半
期

損
益
計
算
書
等
の
開
示
を
行
っ

て
い
な
か
っ
た
が
、
当
第
１
四

半
期
か
ら
開
示
す
る
こ
と
と
し

た
場
合
に
、
比
較
情
報
と
し
て

前
第
１
四
半
期
の
当
該
開
示
を

求
め
る
か
。

あ
え
て
任
意
開
示
を
妨
げ
る
必
要

は
な
い
の
で
、
比
較
情
報
の
開
示
は

任
意
と
す
る
。

後
発
事
象
会
計
基
準
の
検
討

今
回
は
主
に
次
の
２
点
が
俎
上
に

上
が
っ
た
。

(1)
　「
公
表
承
認
日
」に
代
わ
る
表
現

後
発
事
象
は
、「
会
計
期
間
の
末

日
と
財
務
諸
表
の
公
表
承
認
日
と
の

間
の
発
生
事
象
」と
定
義
さ
れ
る
。

こ
の
公
表
承
認
日
の
用
語
に
つ
い

て
、
会
社
法
に
お
け
る
承
認
等
の
概

念
と
の
区
別
を
図
っ
た
ほ
う
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、

次
の
４
つ
の
代
案
が
検
討
さ
れ
た
。



5 経理情報●2011.3.10（№1275） 

フラッ
シュ 

S
u
p
p
lie
s

、
２
０
０
８
年
９
月
判

決
）。
つ
ま
り
、
よ
ほ
ど
の
小
企
業
で

も
な
い
限
り
、
会
計
監
査
と
財
務
諸

表
の
登
記
が
必
要
で
あ
る
。

あ
た
か
も
日
本
の
金
融
庁
の
Ｅ
Ｄ

Ｎ
Ｅ
Ｔ
が
非
上
場
の
中
堅
企
業
に
も

拡
大
し
、
そ
の
閲
覧
に
は
料
金
が
か

か
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

現
地
で
は
小
さ
な
日
本
企
業
で

あ
っ
て
も
、
日
本
の
本
社
が
上
場
し

て
い
る
と
概
し
て
免
除
申
請
は
認
め

ら
れ
な
い
。
数
名
し
か
い
な
い
現
地

法
人
の
事
務
所
に
大
手
監
査
法
人
が

や
っ
て
来
る
。
監
査
人
の
数
が
全
従

業
員
よ
り
も
多
く
な
る
光
景
も
見
ら

れ
る
。
さ
ら
に
現
地
法
人
の
利
益
と
比

べ
て
監
査
報
酬
の
ほ
う
が
何
倍
か
多
い

と
い
う
笑
え
な
い
事
実
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
中
堅
企
業
や
海
外
子
会

社
等
の
会
計
監
査
に
は
顕
著
な
効
用
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
旧
・
山
一

證
券
で
の
ト
バ
シ
行
為
で
は
豪
州
子
会

社
が
使
わ
れ
た
。
監
査
制
度
が
あ
っ
た

か
ら
と
言
う
べ
き
か
、
豪
州
で
は
資
金

の
中
継
地
と
し
て
悪
用
さ
れ
た
だ
け

あんな話 こんな話 

監査大国監査大国 
豪州の知恵豪州の知恵 
監査大国 
豪州の知恵 

で
、
こ
こ
で
の
実
害
は
報
告
さ
れ
て
い

な
い
。
流
刑
植
民
地
か
ら
発
展
し
た
豪

州
に
は
外
地
で
の
恥
は
か
き
捨
て
と
す

る
外
人
も
皆
無
で
は
な
く
、
小
さ
い
経

済
規
模
で
は
不
正
も
影
響
額
が
相
対
的

に
大
き
く
な
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
神
経

質
で
あ
る
。

豪
州
で
は
不
正
対
処
策
と
し
て
背
番

号
が
税
務
申
告
者
、商
号
や
企
業
に
割

り
当
て
ら
れ
て
い
る
。請
求
書
や
名
刺

に
も
数
字
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
て
い

る
。し
た
が
っ
て
、悪
い
者
が
頻
繁
に
社

名
変
更
を
し
て
も
、瞬
時
に
旧
社
名
を

追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。確
か
に
背

番
号
制
度
は
経
済
犯
罪
に
機
能
し
て
い

る
。個

人
も
企
業
も
、税
務
申
告
は
必
要

で
あ
る
。ま
た
銀
行
取
引
に
も
監
査
済

み
の
財
務
諸
表
が
必
要
で
あ
る
。そ
こ

で
会
計
監
査
が
登
記
上
で
必
要
だ
と
言

わ
れ
て
も
、同
じ
会
計
士
で
よ
い
の
で

あ
れ
ば
違
和
感
は
少
な
い
。な
ぜ
な
ら

勅
許
会
計
士
の
１
つ
の
資
格
で
監
査
と

税
務
が
兼
任
で
き
る
。

ひ
と
足
先
に
多
民
族
国
家
と
な
っ
た

豪
州
で
は
、
官
僚
規
制
で
は
な
く
市
民

型
社
会
の
自
主
規
制
の
ほ
う
が
よ
く
な

じ
ん
だ
。
日
本
も
近
隣
諸
国
か
ら
く
る

外
国
人
犯
罪
や
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

に
き
め
細
か
い
毅
然
と
し
た
対
処
が
必

要
で
あ
る
。
会
計
士
の
民
間
活
力
を
規

律
あ
る
社
会
の
維
持
に
活
用
す
る
知
恵

は
ど
う
だ
ろ
う
。

岡
崎
　
一
浩（
愛
知
工
業
大
学 

教
授
）

上
場
ブ
ー
ム
が
去
っ
て
、
内
部
統

制
監
査
も
ヤ
マ
場
は
ほ
ぼ
終
り
、
今

や
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
導
入
で
忙
し
い
会
計
士

業
界
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
ど
う
な

る
の
か
。
中
小
企
業
の
衰
退
が
伝
え

ら
れ
る
な
か
で
、
税
理
士
の
将
来
も

ど
う
な
の
か
。

難
し
い
国
家
試
験
に
合
格
し
て
も

若
手
に
は
な
か
な
か
就
職
が
難
し

く
、
出
番
が
少
な
く
な
り
、
技
術
の

向
上
が
困
難
だ
。
す
る
と
人
的
資
源

が
無
駄
と
な
る
。
そ
こ
で
豪
州
流
の

会
計
士
活
用
法
を
紹
介
し
よ
う
。

豪
州
は
か
つ
て
英
国
植
民
地
で
あ

り
、そ
の
歴
史
的
背
景
か
ら
英
国
企
業

の
支
店
経
済
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、豪
州
の
国
内
企
業
だ
け

に
会
計
監
査
を
課
し
た
と
し
て
も
所
詮

は
片
手
落
ち
と
な
る
。そ
こ
で
豪
州
会

社
法
286
条
で
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
の

会
社
に
連
邦
証
券
投
資
委
員
会
へ
の
監

査
報
告
書
を
含
む
財
務
諸
表
の
登
記
を

義
務
化
し
て
い
る
。こ
の
登
記
の
閲
覧

者
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
謄
本

を
購
入
す
る
。現
地
に
出
向
か
な
く
と

も
ダ
ン
＆
ブ
ラ
ッ
ド
ス
ト
リ
ー
ト
社
な

ど
を
通
し
て
購
入
で
き
る
。

こ
の
登
記
義
務
に
は
中
小
企
業
な

ど
に
は
免
除
措
置
も
あ
る
。
対
象
企
業

は
、
連
結
売
上
高
が
２
、
５
０
０
万
豪

ド
ル
、
連
結
資
産
総
額
１
、
２
５
０
万

豪
ド
ル
か
つ
連
結
ベ
ー
ス
で
の
従
業
員

数
が
50
人
以
上
と
い
う
条
件
を
満
た

す
こ
と
と
さ
れ
る
（D

y
n
a
m
i
c

①
　
提
供
可
能
日

②
　
作
成
完
了
日

③
　
作
成
基
準
日

④
　
評
価
基
準
日

た
だ
、い
ず
れ
も
委
員
を
納
得
さ
せ

る
も
の
で
は
な
く
、引
き
続
き
検
討
さ

れ
る
よ
う
だ
。公
表
承
認
日
の
ま
ま
と

な
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

(2)
　
実
務
へ
の
配
慮
と
理
論
と
の
齟

齬会
社
法
の
計
算
書
類
に
お
け
る
後

発
事
象
の
定
義
が
定
め
る
時
点
以
降

に
生
じ
た
修
正
後
発
事
象
に
関
す

る
、
金
商
法
上
の
財
務
諸
表
に
お
け

る
取
扱
い
と
し
て
次
の
２
案
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。

案
α : 

財
務
諸
表
の
修
正
を
要
求
す

る
案
β : 

開
示
後
発
事
象
に
準
じ
て
取

り
扱
う（
現
行
の
取
扱
い
と
同
様
）

こ
の
う
ち
、
案
α
は
実
務
上
の
負

担
も
大
き
く
、
案
β
を
望
む
声
も
多

い
。
し
か
し
、
案
β
は
実
務
上
へ
の

配
慮
で
し
か
な
く
、
会
社
法
も
金
商

法
も
予
定
し
て
い
な
い
取
扱
い
で
あ

る
と
の
理
論
的
な
批
判
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
Ｍ
ｏ
Ｕ
項
目
で

も
な
い
後
発
事
象
に
関
す
る
検
討
を

性
急
に
行
う
べ
き
必
要
が
あ
る
の
か

な
ど
、
検
討
へ
の
根
本
的
な
疑
問
も

呈
さ
れ
た
。

な
お
、
後
発
事
象
会
計
基
準
の
適

用
時
期
は
過
年
度
遡
及
会
計
基
準
と

あ
わ
せ
て
、
平
成
23
年
４
月
１
日
以

後
開
始
事
業
年
度
か
ら
を
予
定
し
て

い
る
。

ま
た
、
前
述
の
四
半
期
会
計
基
準

等
に
つ
い
て
は
３
月
17
日
、
後
発
事

象
会
計
基
準（
案
）に
つ
い
て
は
３
月

17
日
ま
た
は
31
日
の
本
委
員
会
に
て

公
表
議
決
さ
れ
る
見
込
み
だ
。

会
　
計 

認
識
の
中
止
の
方
向
性
、検
討

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
専
門
委

去
る
２
月
21
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
65
回
Ｓ
Ｐ
Ｃ
専
門
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
論
点
は
、
次
の
と
お
り
。

認
識
の
中
止

「
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の
消

滅
の
認
識
」（
認
識
の
中
止
）の
検
討

の
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ

た
。
な
お
、
金
融
商
品
会
計
基
準
に

つ
い
て
の
検
討
状
況
を
整
理
す
る
と

次
頁
図
表
の
と
お
り
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
で
は
、
認
識
中
止
モ
デ

ル
の
改
訂
は
見
送
ら
れ
、
開
示
に
関

す
る
改
訂
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る

（
２
０
１
０
年
11
月
10
日
号
情
報
フ

ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）。
こ
れ
を
踏
ま
え

て
行
わ
れ
た
前
回
ま
で
の
議
論
お
よ

び
さ
ら
な
る
分
析
を
も
と
に
、
会
計

処
理
、
開
示
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
方
向
性
の
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案
が
提
示
さ
れ
た
。

案
１
　
金
融
資
産
・
金
融
負
債
の

消
滅
の
認
識
に
関
す
る
会
計
処

理
（
開
示
）
に
つ
い
て
、
コ
ン

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
図
る（
拡
充
す

る
）方
向
で
検
討
を
進
め
る（
そ

の
た
め
の
論
点
整
理
を
２
０
１

１
年
４
―
６
月
期
に
公
表
す
る
）

案
２
　
現
段
階
で
は
改
訂
を
行
わ

な
い
こ
と
と
し
、
今
後
検
討
し

て
い
く

案
１
の
場
合
に
は
、
２
０
１
１
年

７
―
９
月
期
の
公
開
草
案
公
表
を
目

指
す
予
定
。

い
ず
れ
に
も
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
確
な

結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
委
員

か
ら
は
、
案
２
を
と
り
つ
つ
、
当
面

の
対
応
と
し
て
認
め
ら
れ
た
ま
ま
10

年
以
上
も
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な

い
デ
ッ
ト
・
ア
サ
ン
プ
シ
ョ
ン
の
規

定
な
ど
、
必
要
な
箇
所
の
改
訂
を
行

う
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
動
向

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
、
次
の
５
つ
の
基
準

書
に
つ
い
て
、
発
効
日
を
２
０
１
３

年
１
月
１
日
と
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
旨
が
報
告
さ
れ
た
。
な
お
、
３
月

初
旬
の
最
終
基
準
公
表
を
予
定
し
て

い
る
。

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号「
連
結
財
務
諸

表
」

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
11
号「
共
同
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
」

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
12
号「
他
の
企
業
へ
の

関
与
に
関
す
る
開
示
」

・
Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号「
関
連
会
社
及
び

（図表）　金融商品会計に関する検討状況 

項目 
 
金融商品の範囲 
 
 
適用範囲 
 
金融資産の発生の
認識、分類、測定 
 
金融負債の発生の
認識、分類、測定 
 
金融資産、金融負
債の消滅の認識 
 
金融資産の減損 
 
 
ヘッジ会計 
 
 
複合金融商品 
 
 
注記事項 

ＩＦＲＳ 
 
改訂なし 
 
 
改訂なし 
 
全面改訂 
（ＩＦＲＳ９号） 
 
一部改訂 
（ＩＦＲＳ９号） 
 
改訂なし 
 
 
改訂中（ＥＤ） 
 
 
改訂中（ＥＤ） 
 
 
一部改訂 
（ＩＦＲＳ９号） 
 
ＩＦＲＳ７号 
認識の中止に関
する開示の追加 

わが国の現在の検討状況 
 
2010年８月に「検討状況
の整理」を公表 
 
検討中 
 
2010年８月に「検討状況
の整理」を公表 
 
2011年２月に「検討状況
の整理」を公表議決 
 
未検討 
 
 
2011年Ｑ３に公開草案
を予定 
 
2011年Ｑ３に公開草案
を予定 
 
金融資産・金融負債の検
討状況の整理で検討 
 
2008年３月に「金融商品
の時価等の開示に関する
適用指針」を公表 

ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
に

対
す
る
投
資
」

・
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号「
個
別
財
務
諸
表
」

経理用語の豆知識 

金
　
融 

無
力
化
す
る
財
務
相
・
中
央
銀
行
総

裁
会
議

20
カ
国
・
地
域
財
務
相
・
中
央
銀

行
総
裁
会
議（
Ｇ
20
）が
開
催
さ
れ
、

２
月
19
日
に
共
同
声
明
を
採
択
し

た
。
主
な
内
容
は
、
世
界
経
済
の
不

均
衡
是
正
、
商
品
価
格
の
過
度
な
変

動
へ
の
対
応
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
エ
ジ

プ
ト
の
支
援
な
ど
だ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
注
目
さ
れ
た
世
界
経

済
の
不
均
衡
是
正
に
関
し
て
、
本
来

具
体
的
な
指
針
が
打
ち
出
さ
れ
る
べ

き
会
議
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
が
主
張
す
る
よ
う
な
経
常

収
支
の
数
値
目
標
と
い
っ
た
各
国
の

行
動
を
制
限
す
る
案
で
は
な
く
、
貿

易
収
支
な
ど
参
考
と
す
る
経
済
指
標

を
掲
げ
た
だ
け
の
比
較
的
緩
い
表
現

企業結合会計における取得原価の算定

被取得企業または取得した事業の取得原価は、原則と
して、取得の対価となる財の企業結合日における時価で算
定する。支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受
けまたは株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価
と被取得企業または取得した事業の対価のうち、最も信頼
性をもって測定可能な時価で算定する。取得の対価性が認
められる特定の報酬･手数料等は取得原価に含まれ、それ
以外は費用となる。
取得が複数の取引により達成された場合における被取

得企業の取得原価の算定は、①個別財務諸表上、支配を獲
得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額をもって
取得原価とする、②連結財務諸表上、支配を獲得するに
至った個々の取引のすべての支配獲得日の企業結合日に
おける時価をもって取得原価を算定する。なお、支配を獲
得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額
は、当期の段階取得に係る損益として処理する。

連結納税における連結欠損金の繰越控除

連結欠損金額とは、連結所得の連結グループ全体の合
計金額がマイナスとなった場合のそのマイナス部分の金
額をいう。連結欠損金は通常7年間にわたり繰越控除を行
うことが可能となり、発生年度の古い順から実施するこ
とになる。なお、この規定は連結確定申告書を継続して提
出することが要件となる。
連結欠損金の算定は、連結納税の計算の方法と同様に

グループ全体の金額を計算するとともに、グループ内の
各法人に帰属する金額を計算することになる。連結親法
人の連結納税開始前の繰越欠損金および別の連結グルー
プの連結欠損金個別帰属額は連結納税開始により連結欠
損金とみなされる。
また、平成22年度税制改正により、連結欠損金とみなさ

れた額のうち連結納税開始時・加入時の時価評価対象外
の子法人（特定連結子法人）の繰越欠損金等は連結特定欠
損金とみなされ、その法人の個別所得を上限に控除する
等の特別の処理が必要となる。
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フラッ
シュ 

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

この１0日間に公表・公布された経理関係重要法規等 

 
2011年 
2月10日 
 
  

2011年 
2月14日 
 
 

2011年 
2月15日 

  
事務取扱指針等の改正について 
 
 
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正す
る省令案および 
「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の
基準等について」の一部改正  
金融機関が破綻した場合における預金保険制
度による保護の対象外の預金に係る所得税及
び法人税の取扱いについて（文書回答事例） 

 
全国株懇
連合会 
 
  

厚生労働
省 
 
  

国税庁 

株券電子化後の株式実務等への適合を図るため、議決権行
使書の取扱指針、 株主総会の議決権不統一行使に関する
取扱指針、取得請求権行使請求書モデル、新株予約権行使
請求書モデルなど事務取扱指針等を改正したもの。  
適格退職年金から企業年金等への移行に向けた取組みが
進められているが、閉鎖型適格退職年金から確定給付企業
年金への移行の促進を目的として、手続の簡素化等の措置
を講じるもの。意見募集は2011年３月１６日まで。   
預金保険機構による税務上の取扱い等に関する照会を受
けて回答したもの。 

に
と
ど
ま
っ
た
。

世
界
経
済
の
不
均
衡
の
焦
点
は
中

国
の
人
民
元
が
過
小
評
価
さ
れ
続
け

る
な
か
で
の
中
国
の
経
常
黒
字
拡
大

に
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
は
経
常
収

支
の
数
値
目
標
に
は
反
対
し
、
結
局

ア
メ
リ
カ
の
主
張
す
る
よ
う
な
具
体

的
な
合
意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

Ｇ
20
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、
ド
イ
ツ
の

５
カ
国
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
参
加

国
を
徐
々
に
拡
大
す
る
形
で
、
現
在

は
20
カ
国
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
拡
大
し
て
い
っ
た
理
由

そ
の
も
の
が
、
新
興
国
の
経
済
的
躍

進
で
世
界
経
済
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス

が
変
化
し
て
、
少
数
の
経
済
的
先
進

国
の
主
導
に
よ
る
世
界
経
済
の
政
策

協
調
が
意
味
を
な
く
し
て
い
っ
た
た

め
だ
っ
た
。

し
か
し
、
今
回
の
よ
う
に
中
国
１

国
で
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
反
対
意
見

で
対
抗
し
会
議
の
機
能
を
左
右
す
る

国
が
現
れ
る
に
至
っ
て
は
、
現
在
の

よ
う
に
20
カ
国
に
ま
で
拡
大
し
て
も

や
は
り
そ
の
機
能
は
か
な
り
制
約
さ

れ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

今
後
も
、
４
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

開
催
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
次

回
の
会
議
で
、
参
考
指
針
や
監
視
対

象
国
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は

い
る
が
、
中
国
を
始
め
新
興
国
と
従

来
の
Ｇ
７
各
国
と
の
意
見
対
立
が
激

化
す
る
可
能
性
も
残
し
て
い
る
。
そ

の
場
合
、
軍
事
分
野
で
の
核
開
発
と

同
じ
南
北
対
立
の
構
図
が
経
済
で
も

表
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

世
界
経
済
の
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
に
関

わ
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
数
が
増
え
、
各

国
の
財
政
政
策
に
整
合
性
を
求
め
る

こ
と
が
一
段
と
困
難
に
な
っ
て
い

る
。
財
務
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議

に
か
わ
る
新
た
な
し
く
み
が
求
め
ら

れ
る
。

証
　
券 

頭
の
痛
い
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
流
れ

中
近
東
諸
国
の
民
衆
蜂
起
は
ま
す

ま
す
広
が
り
、
深
ま
っ
て
き
た
。
す

で
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
強

権
的
な
政
権
は
崩
壊
し
た
が
、
こ
こ

へ
き
て
有
名
な
独
裁
者
カ
ダ
フ
ィ
氏

が
治
め
て
き
た
リ
ビ
ア
情
勢
が
一
気

に
緊
迫
し
て
き
た
。
単
純
な
話
だ

が
、
リ
ビ
ア
は
有
力
産
油
国
で
あ

り
、
政
治
不
安
か
ら
石
油
生
産
に
異

変
が
生
じ
る
よ
う
だ
と
、
世
界
経
済

へ
の
影
響
は
軽
視
で
き
な
い
。

す
で
に
石
油
価
格
の
上
昇
に
弾
み

が
つ
き
、
株
式
市
場
の
警
戒
も
強

ま
っ
て
き
た
。
か
ね
て
か
ら
石
油
を

筆
頭
と
す
る
国
際
商
品
市
況
は
、
米

ド
ル
の
大
量
流
出
に
よ
っ
て
バ
ブ
ル

的
な
上
昇
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と

し
て
、
株
式
市
場
の
リ
ス
ク
要
因
に

あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
や
や
予

想
外
の
原
因
か
ら
現
実
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
。

近
年
、
経
済
成
長
が
注
目
さ
れ
て

き
た
新
興
国
で
は
、
成
長
の
裏
で
富

の
格
差
の
拡
大
、
若
者
の
就
職
難
、

政
治
活
動
や
言
論
の
自
由
の
抑
圧
な

ど
に
国
民
の
多
数
が
不
満
を
強
め
て

き
た
。
石
油
価
格
高
騰
で
潤
う
国
の

多
い
中
近
東
は
そ
の
代
表
だ
が
、
最

大
の
新
興
国
、
中
国
も
似
た
よ
う
な

事
情
に
あ
る
。
今
、
世
界
の
株
式
市

場
で
は
、
中
近
東
の
問
題
が
中
国
に

波
及
し
て
こ
な
い
か
、
目
を
凝
ら
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
内
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ

（
経
営
者
に
よ
る
企
業
買
収
）の
動
き

が
注
目
さ
れ
る
。
２
月
に
入
っ
て
、

そ
の
業
界
で
は
有
力
企
業
で
あ
る
Ｃ

Ｃ
Ｃ
、
ア
ー
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
相
次
い
で
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
発
表
し
た
。

経
営
者
が
発
行
株
式
を
買
い
戻
し
、

株
式
市
場
か
ら
退
出
す
る
の
で
あ

る
。両

社
は
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
よ
っ
て
所
有
と

経
営
の
一
致
し
た
オ
ー
ナ
ー
経
営
に

戻
っ
て
、
Ｍ
＆
Ａ
の
恐
怖
、
株
式
上

場
に
伴
う
煩
わ
し
さ
、
高
い
コ
ス
ト

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

ま
た
、
株
式
上
場
の
大
き
な
目
的
で

あ
っ
た
は
ず
の
市
場
か
ら
の
資
金
調

達
は
、
金
融
緩
和
が
常
態
と
な
っ
て

き
て
、
さ
し
て
魅
力
あ
る
も
の
で
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
動
機
の
１
つ

と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
近
年
、
じ
わ

じ
わ
と
増
え
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
色

の
強
か
っ
た
企
業
が
株
式
公
開
し
た

も
の
の
、
結
局
元
に
戻
す
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
多
い
。
上
場
会
社
で
あ
る

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を

勘
案
し
、
結
局
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が

大
き
い
と
判
断
し
た
。
こ
れ
は
株
式

市
場
の
存
在
意
義
を
問
う
深
刻
な
問

題
で
あ
り
、
真
剣
な
対
応
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

訂
正
と
お
詫
び

２
０
１
１
年
３
月
１
日
号（
№

１
２
７
４
）23
頁
の
掲
載
内
容
に

誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
読
者
の

皆
様
に
謹
ん
で
お
詫
び
す
る
と
と

も
に
、
誤
り
の
内
容
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

◆
訂
正
箇
所

23
頁
冒
頭
枠
内
１
行
目
お
よ

び
、
１
段
目
６
行
目
中
、

（
誤
）「
平
成
21
年
１
月
１
日
に
施

行
さ
れ
た
」

（
正
）「
平
成
22
年
１
月
１
日
に
施

行
さ
れ
た
」


